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事業分析について

１．主要６８事業ユニットについて



タイプ※

所管局
番
号 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

広報報道室 ０ ○ 広報・報道

26 ○ 弘済院事業
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事業ユニット名

１
地域振興（区政コミュニティ､市民公益活
動）

２

３
４
５
６

７
８
９
10
11
12

13

14
15
16

17

18

19

20
21
22
23
24
25

27

28

29

30
31
32
33
34
35

広聴相談事業

雇用・勤労施策
男女共同参画
青少年対策
消費者保護

人権施策
区庁舎整備及び区民施設整備管理

公民協働のまちづくり

高齢者福祉対策
障害者福祉対策
児童福祉対策（保育園は公表済）

生活保護

国民健康保険

介護保険

国民年金
ホームレス・あいりん
老人保健
保健衛生事業
環境科学研究所
市民病院事業

公園・緑化事業

文化集客

スポーツ

新産業の創出支援
経 済 局

中小企業等への支援

中央卸売市場（本場･東部市場）
中央卸売市場

中央卸売市場（南港市場）

ゆとりとみどり

振興局

健康福祉局

下水道事業

市 民 局

広域圏計画
基盤整備計画
地域情報化
都市再生

都市環境局

計画調整局

環境対策

主要６８事業ユニットについて

都市計画街路事業○45-1

タイプ※

営繕○44

311441968合計

幼稚園○58

博物館等施設○61
社会教育・生涯学習○60

学校給食○59

スポーツ文化施設経営事業○54

港湾施設の管理関連事業（施設提供事
業他）

○53

まちづくり関連事業（埋立事業他）○52

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○
○

Ｄ

○

○

Ｃ

○
○

○

○

Ｂ

○

○

○

○

○

○

Ａ
事業ユニット名

番
号

所管局

67
66

65

64

63

62

57
56
55

51
50
49
48
47

46

45-2

43
42

41

40
39

38
37
36

工業水道

水道事業
水 道 局

バス事業

地下鉄事業
交 通 局

養護教育諸学校
高等学校
小・中学校

教育委員会

事務局

防災保安対策事業
港湾環境整備・保全事業
物流関係施設整備

港 湾 局

市街地整備
不動産取得

道路・河川管理
道路・橋梁建設

建 設 局

建築指導

火災・救助等消防活動（警防）
消 防 局

環境事業（廃棄物処理）
埋火葬（斎場・霊園）
まちの美化（道路清掃・キャンペーン）

環境事業局

市営住宅の整備と管理

住まいの相談・情報発信

民間住宅の誘導
住宅市街地の整備

住 宅 局

予防 ※６６・６７局で分析中

２００６．８．１現在
※タイプ Ａ：改革本部で分析 Ｂ：各局が委員会等で自主的に分析 Ｃ：各局が自己分析したもの Ｄ：１０月公表後各局が自己分析を行っているもの

公表済みの事業分析 改革本部で分析中 局主導で分析中



事業分析に関する記事抜粋



バス事業

事例 1



収支構造サマリー (2003年度、単位：億円）

137

275

1

広告料 2
賃貸料 1
その他 2

人件費

運転部門
保守部門

動力費
修繕費

委託費

減価償却費

支払利息

その他

50%

30%

2%

＊本市福祉行政の観点から、 70歳以上の市民の方々の市バス利用に対する乗車料金の減免（敬老優待パス）等に対して、それに相当する額を一般会計から

繰り入れているものである

資料：大阪市交通局決算数値

175

84

48

1%

＊

5

25

30
19

9 10
7

運賃収入が費用の約50%であり、それと同額程度の税金が投入されているが、赤字となっている。なお、
費用に占める人件費の割合は60%程度となっている。

161
14

17%



収支トレンド(単位：億円)

人件費など総費用は、効率化の推進等により減少しているが、運輸収入の減少を補えていない。特別乗車料
繰入金の増大も大阪市の財政負担上、大きな問題。
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総費用

総収入

運輸収入

黒
字
←
→
赤
字

特別乗車料繰入金

整備費用＊２

管理費用

減価償却費

参考：高槻市＊

運転費用

最終収支

収 支
補助金
を除く

(注) 2005年度の数値は予算である。
＊1 高槻市の2004,2005年度の数値は、未詳である。高槻市は、1999年度以降の退職給与金を繰延勘定へ整理している。
＊2 運行管理に要する費用及び本社関連の費用



各都市の累積欠損金の推移 （単位：億円）

第二次再建後、累積欠損金残高は改善が不十分であり、巨大な欠損金が継承されてきた

＊ 1968年度以前の大阪市以外のデータについては、「地方公営企業年鑑」が交通事業会計でまとめて集計されているため未詳である

資料 ： 地方公営企業年鑑

札幌市-38

仙台市-54

東京都-72

横浜市-21

名古屋市-627

京都市-151

大阪市-506

神戸市-276

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100
1963 64 65 68 73 78 83 88 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03億円

過年度の退職給
与引当金の計上

資本剰余金の取崩し

遅すぎた改革
スタート

ほぼ土地
の売却益

長期悪化

戻り不足

・３市で大悪
化又は対応

遅れ

・経営改善の
成功体験が

ない

＊



収支比較分析①（2003年度）

94.1%

104.9%

101.6%

75.7%

78.1%

102.2%

＝ ÷

11.9% 106.0%

16.5% 94.6%

17.0% 92.7%

3.4% 108.3%

1.3% 103.5%

0.0% 101.6%

補助金
の割合

最終的な
収支率

公
営

民
営

705

750

550

586

408

599

749

960

791

538

577

389

＊

収入/支出
＊

収入/走行キロ
（円/㎞）

支出/走行キロ
（円/㎞）

大阪市バスは他都市や民間に比べ収入に恵まれる反面、コストが高い

△

２都市平均
84.7%

△

３社平均
102.6%

△

３社平均
520

△

３社平均
507

△

２都市平均
652

△

２都市平均
770

＊：補助金除く
資料：毎年、国土交通省へ提出している一般乗合旅客自動車運送事業要素別原価報告書による。なお、他事業者については、了承を得て掲載している。

＊

民間比約25％、
公営の一部より約15％

利益率が低い

需要量はむしろ
恵まれている

支出が突出して多い
・・・効率の悪さ
改善の余地きわめて大

275横浜市

大阪市

名古屋市

224

233 39

30

39

収入
（億円）

走行ｷﾛ
（百万㎞）

ａ社

ｂ社

ｃ社

73

164

99

18

30

17



路線別収支 （2003年度）

幹線 フィーダー コミュニティ（赤バス除く）＊２ 赤バス＊２

43系統

47千㎞/日

費用 運賃 その他

＊１

特別乗車
繰入金

損益

27系統

17千㎞/日

21系統

7千㎞/日

40系統

14千㎞/日

費用 運賃 その他
特別乗車
繰入金

損益 費用 運賃 その他
特別乗車
繰入金

損益 費用 運賃 その他
特別乗車
繰入金

損益

19

1

56

コミュニティ系バス、特に赤バスはほとんど採算がとれていない

28

6

21 1
36

9 1

12

14 19

1 1 3

14

97

163

48

▲２８億円

＊３ 路線バスのみ

資料：大阪市交通局決算数値

＊２ ２００４年度からコミュニティ系バス運営費補助が創設された（23億円）

＊１ 補助金、広告料、賃貸料など

＊３



新　

規　

路　

線

御堂筋線

谷町線

四つ橋線

中央線

千日前線

堺筋線

長堀鶴見緑地線

ニュートラム

8号線（井高野～今里間）

×××

×××

×××

1,598

2,536

-1,156

-527

-6,531

-154

177,180

134,429

58,825

64,867

56,265

74,037

146,486

19,888

64,860

1,007

735

508

1,124

410

388

△5.0%

△2.4%

△6.9%

△0.8%

△4.1%

＋0.5%

＋214.4%

＋15.9%

乗車人数増減率
（1996年→1998年)

キロ当たり運輸収益
（百万円／km）

債務残高
（百万円）

償却前損益
（百万円）

既　

存　

路　

線

※注１

※注２

※注３

※注１

　　開業時は148,240百万円
※注２
　　この間に心斎橋～京橋間5.7km、

　　大正～心斎橋間2.8km、
　　鶴見緑地～門真南間1.3kmが開業
※注３

　　この間に大阪港トランスポート
　　システムとの相互直通運転開始
　

課題課題

• 償却前損益が黒字の御
堂筋線以外の路線は、
かろうじて黒字だが、債
務償却に20年近くかか
る

• 御堂筋線・四つ橋線で
特に年々乗車人口が減
少している

1,482億円の投資が回収
できるか。甘い見通しで返
済計画を立てていないか。
50年で返済するにしても
毎年30億円の償却前損益
が必要になるが、それが
可能か

赤字路線であり、債務残
高を返せる見込みはある
のか…当初見込んだ乗車
数が甘い見通し

8号線（今里～湯里六丁目
間）

長堀鶴見緑地線（大正～鶴
町間）

敷津長吉線（住之江公園～
喜連瓜破間）

•工事費総額は2,939億円。開
業時債務は1,482億円
•開業年で16.4万人/日を見込む（2006年度開業予定）

39,127

8,385

2,770

936

※注３

地下鉄事業分析（経過報告）より

路線別収支の状況



275

15

37

民間とのコスト差を埋めるには、3つの要因に分けて取り組んでいく必要がある

非効率の要因（単位：億円）

現在のコスト ターゲットコスト*1

１．非合理的運営*4
－赤字の幹線路線
－委託が非効率

３．行政コスト*2
－敬老パス*5
－不採算路線の維持

２．公務員人事の問題*3
－給与水準、条件
－雇用の維持

・合理化
・委託の推進

・議論
－収支体系の見直し
－赤字路線の縮小整理
－サービスレベルの総論

・運営形態を見直していく
中で議論

仮定

以下の仮定に基づき試算
した場合の数値である。

＊１ ターゲットコストは、
民営平均原価を基本に、ノ
ンステップバス・低公害バ
スなどにかかる資本コスト
は交通局原価を用いて算
出。
＊２ 敬老パス繰入額
＊３ 平均年収を民営平均
（640万円）で算出
＊４ ターゲットコストから
「２．公務員人事の問題」
の額を差し引いて算出

*5 敬老パスについては、本来、運賃として収入するものを、福祉の観点から行政が負担しているが、繰入額の算定のための利用回数と、利用実態との乖離がありうる

概念的

（64）

159



4.8%

12.3%

16.4%

1.8%

17.7%

0.1%

12.8%

0.9%

24.0%

9.2%

500万円未満 500万円台 600万円台 700万円台 800万円台 900万円台 1,000万円台 1,100万円台 1,200万円台 1,300万円台
（金額）

運転手の年収は公営バス最高レベルで民間とは年収で約200万円の拡差

自動車運転手の年収分布 （2003年度）

資料：毎年、国土交通省へ提出している一般乗合自動車運送事業要素別原価報告書による。なお、他事業者については、了承を得て掲載している。

△

大阪市平均

811
(43.6才)

△

平均

640
(44.0才)

横浜市 他都市平均

780 794
(42.7才) (43.9才)

▽ ▽

名古屋市

809
(45.2才)

▽

大阪市

811
(43.6才)

▽

(金額)

その他手当

超過勤務手当

期末・勤勉

手当

本給

平均年収構成

100％＝811万円

600万円 700万円



環境事業

事例 2



家庭系ごみ

（約４０％）

・ごみの減量

粗大ごみ申告制

容器包装プラ

・市が収集、運搬

・戸別収集（小型車両）

・１０センター

事業系ごみ

（約６０％）

環境系ごみ

市の焼却工場で処分

（１０か所）

埋立処分

焼却工場

・売電収入がある

・他都市からの受入もある

・業者の許可

・規制指導

排出者、業者

・民間約３７０業者が収集、

運搬

・市の焼却工場へ

一
般
廃
棄
物

・市民啓発 ・道路清掃など

産業廃棄物

・業者の許可

・規制指導

排出者、業者

・民間約４５００業者が収集、

運搬

・民間処理工場へ

民間約１００業者

処理・処分収集・運搬予防

市役所の部分

これらの事業は、ごみの種類と業務プロセスの組み合わせとして整理できる。

・ごみ事業の全体像

事業の現状・棚卸し



収
集
輸
送

処
理
処
分

そ
の
他

事業系ごみ
○許可業者との協働
・市内から発生するごみの6割以上は、
許可業者が収集
・「夜間収集」の実施

○多量排出事業所への指導の充実
排出事業者指導に力を入れており、
立ち入り検査等が2000件を越えるなど
指導件数も多い。

環境系ごみ
○業務は直営が基本

○「美しいまち」を維持す
るための体制確保

・不法投棄や散乱ごみな
どに迅速に対処

・河川水面清掃の充実

家庭系ごみ関係

○可燃・不燃の区別がない。

○普通ごみ、粗大ごみ、資源ごみ、容器
包装ﾌﾟﾗｽﾁｯｸなどの家庭系ごみ全てを
直営で収集している。

○「各戸収集（個別収集）」の実施

・小型プレス車や軽四輪車が主力

（保有車両が多い、作業効率が悪い）

・排出指導がしやすい

○「ふれあい収集」の実施
（高齢者世帯等に対するごみの持出しサービ

ス）

○災害時等の緊急対応が可能

・職員による柔軟かつ迅速な対応が可能

○ごみ焼却に関する高い技術力の確保

・永年の技術の蓄積があり、他都市へごみ焼却に関する
技術指導も行っている。

○売電収入の確保

・売電収入が多い。（2003年度の売電収入 約27億円）

○安定的な廃棄物処理・処分体制

・１０ヶ所の焼却工場の稼動により、安定的な処理

能力を確保している。

・広域処分場（ﾌｪﾆｯｸｽ）が利用でき、かつ本市独

自の最終処分場（北港処分場）も保有している。

・焼却工場では夜間受入を行っている

○焼却工場の立地の片寄り

・市内中心部にまとまった工場用地の確保が困難
なため、市周辺部に焼却工場が片寄って立地し
ている。

・焼却工場と住宅街が近接している。

大阪市特有の廃棄物行政がある。

本市廃棄物行政の特徴



資料：大阪市環境事業局調べ

収集
処理

公債費 管理他
使用料
手数料

売電
宝くじ
等

税等

費 用 収 入

１４４

１００％

５０％
１８６

３４１

１０
７４

２６ １
５１０

国庫補
助金

起債

７

８０

ﾗﾝﾆﾝｸﾞ 投資経費

１７

市税を最大の財源に、家庭ごみ収集、処理処分を２つの柱として事業が行われている。

年による変動が大きい（工場建設時のコストなど）

６９８

最新の収支構造の概要（2004年度）（単位：億円）



3.78

2.89
3.46

2.24 2.35
2.67

1.99
1.62

3.13

0.86

1.73

1.54

1.83

1.51
1.822.26

1.262.98

3.10

京

都

市

名

古

屋

市

大

阪

市

千

葉

市

福

岡

市

横

浜

市

川

崎

市

札

幌

市

広

島

市

仙

台

市

6.88

5.87

4.71 4.50

4.17

3.83

3.16

2.60

4.18

※ トンあたりの原価は各都市の事業概要から抜粋した。神戸市、北九州市の原価、広島市の処理処分原価については事業概要で公表していない。
※ 都市により原価の算出対象となるごみの種別が異なることや、ごみ処理コストの分析方法に統一的なものがないことなどから単純に比較できない。

大阪市
47,189円／t

平均
43,033円／t

処
理
処
分
原
価

収
集
輸
送
原
価

× 1.09倍

資料：各都市事業概要

大阪市では、収集機材として小型車や軽四輪車を中心に使用していることなどから、他都市と比較して、収集輸送
原価が高い。また、処理処分原価については、他都市に比較して低い。

収集のコスト高により
全体コストも平均より
高くなっている

ただし今後の施策にお
いてはごみの総量削減
等の効果も考慮すべき
（削減すると単位コス
トは上昇するため）

「ごみ処理原価総合原価比較」（2002年度）（単位：万円／ｔ）



普通ごみ収集の機材数比較

　　※「内訳不明」は民間委託車両で車種の内訳が不明なもの
　　※千葉市（１０７台）は車種内訳不明のため表に挿入していない
　　※車両重量は最大積載量を示す

資料：大阪市環境事業局調べ

大阪市の車種別収集量
(千ｔ/年：２００３年度実績)

49

506

5 0

軽四
(0.35t)
182台

小型
(2t)

389台

中型
(4t)
5台

大型
(5t以上)

0台

政令指定都市の車種別機材保有率（％：２００３年度調査）

8

56

100

3

3

51

2414
17

1

66
76 86

33
36

76
7281

93

67

34
21

14813
62

7

32

大阪 広島 神戸 京都 横浜 北九州 名古屋 福岡 川崎 仙台 札幌

小型
（2ｔ）

中型
（3～4ｔ）

軽四
（0.35ｔ）

大型
（5ｔ以上）

小さな車両が
多く非効率の
要因

軽　四 182 台 13 台 8 台 22 台 32 台 30 台

小　型 389 台 166 台 303 台 262 台 384 台 89 台 126 台 50 台 48 台 17 台

中　型 5 台 62 台 52 台 122 台 126 台 11 台 99 台 171 台 102 台

大　型 210 台 6 台 146 台

内訳不明 30 台

　100％＝ 576 台 179 台 373 台 366 台 506 台 247 台 377 台 149 台 225 台 119 台 146 台

資料：各都市事業概要

大阪市については、狭小な市域でかつ、市街化が進んでいる中で各戸収集を行っていることから、主として小型車両
（小型プレス車・軽四輪車）を使用している。



69

55

50

14

31

45

50

86

99

100

100

100

100

100

100

1

100

大阪市

名古屋市

神戸市

川崎市

京都市

横浜市

広島市

札幌市

北九州市

仙台市

千葉市

福岡市

直　営

委　託

％

％

各 戸

各 戸

ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾃｰｼｮﾝ

各 戸

ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾃｰｼｮﾝ

ｽﾃｰｼｮﾝ

各 戸

大阪市 56.7

49.1

44.7

35.5

29.3

88.5

12.8

23.7

15.2

3.2

0.1

0

0

0

0

0

0

0.1

5.9

19.5

15.4

19.2

23.0

32.4

直 営

収集量

委 託

収集量

資料：大阪市環境事業局調べ

2005年度から、中区･西区
の2区について委託を実施
（車付2名）

傭車は直営として集計

傭車は直営として集計

家庭系のごみの全部で他市に比較して手厚いサービスを実施 「直営主義」とも言える状況

「普通ごみ」については、直営収集１００％で各戸収集を実施

備 考

358.8 115.5合 計

（単位：万トン）

３人

３

３

３

３

３

直営 ３
委託 ２

３

３

３

収集方法 車付人数委託の状況

直営 ３
委託 ２

直営 ３
委託 ２

56.7

49.1

44.7

35.5

29.3

88.6

18.7

43.2

30.6

22.4

23.1

32.4

合 計

収集量

474.3

政令指定都市との事業比較（普通ごみ）（2003年度）



普通ごみ収集における平均的な１日の作業実態等

ごみ収集作業 移動・搬送・ふれあい作業等 更衣･体操･作業打合せ･車両点検･公聴事項対応･作業報告･洗車点検･翌日作業準備･入浴等 休憩・休息時間

8:30 11:45

12:00

15:28

9:13

9:33 10:25 13:10 13:30

13:00

17:009:00

到
着
（

セ
ン
タ
ー
）

60分

出
発
（

セ
ン
タ
ー
）

到
着
（

収
集
現
場
）

出
発
（

収
集
現
場
）

移動等
３０分

18
分

12
分

50
分

15
分

８時間３０分＝

12:45 14:5913:51

工
場
搬
入

14:11 14:39

9
分

出
勤

退
庁

9:46 10:43 13:39 14:23 15:15

30
分

10:05 10:55

出
発
（

収
集
現
場
）

10
分

20
分

到
着
（

収
集
現
場
）

収集作業
２０分

13
分

20
分

20
分

移動・ふれあい作業等
３２分

移動等
１３分

収集作業
２０分

工
場
搬
入

16
分

13
分

19
分

92
分

工
場
搬
入

工
場
搬
入

工
場
搬
入

12
分

16
分

13
分

20
分

20
分

12
分

ごみ収集作業
20%

移動・搬送・ふれあい作業等
32%

更衣・体操・作業打合せ・車両点検・
公聴事項対応・作業報告・洗車点検等

36%

休憩・休息時間
12%

資料：大阪市環境事業局調べ

３６％の時間が間接的な業務等となっている。

担当地域によりかなりの格差がある。また、移動時間の短い地域でも１日５回を
平等に設定しているため、より時間が余ってしまう。

出
勤

退
庁

移動にかかる
時間が大きい

１日５回
の収集を
実施

間接業務が３
６％とかなり多
くなっており、
精査が必要

計

8.5

時間



竣工後２５年を経過した工場が４工場あり、それらの建替えが今後必要である。

資料：大阪市環境事業局調べ

実処理能力

ﾄﾝ/日 　(ﾄﾝ/年)　　

＊1　年間焼却量は年間稼動日数を、森之宮は292日、その他は297日として算出した。

＊2　八尾工場の焼却能力は、本市分350ﾄﾝ/日、八尾市分250ﾄﾝ/日としている。

＊3　東淀工場(建替え中)、森之宮工場(計画中)の能力(斜体字)については合計に算入していない。

1980 1990 2000 20101970

東淀工場

平野工場

八尾工場

鶴見工場

西淀工場

合　計

2020

森之宮工場

南港工場

大正工場

港 工 場

住之江工場

舞洲工場

工場名   1960

520 (15.4万)

(17.8万)

600 (17.8万)

350

900 (26.7万)

250

900 (26.7万)

(400)

720 (21.0万)

(600)

520 (15.4万)

(15.4万)

(15.4万)

520

520

6,150

(182.3万) (7.4万)

稼働予定

前工場稼動期間1963

1965 前工場稼動期間

前工場稼動期間1965

前工場稼動期間1966

1971 前工場稼動期間

1974 前工場稼動期間 2001

1969 稼動中

1977 稼動中

1978 稼動中

1980 稼動中

1988 稼動中

1990 稼動中

1995 稼動中

1995 稼動中

2001

2003

2004 建設

稼動予定

稼動予定

稼動予定

稼動予定

稼動予定

稼動予定

2010(予定)

計画 建設 2013頃

稼動予定

稼動予定

稼動予定

稼動予定

600

(建替中)

(計画中)

＊2

＊1 2005

(10.4万)

+(7.4万)

＊3

＊3

＊3

古い工場は処理能力が
低下している。

焼却工場建設には通常
１０年程度かかる。

用地の制約から大規模な
施設を建設できない。

●

●

●

２５年
(他の政令指定都市での平均稼動年数)

(予定)

250
＊2

最新の工場では
処理能力を増強

高効率で合理的な
施設の設計が必要

１０工場新旧一覧（工場建替えの見通し）

長期・広域での施設の果
たす役割の設計が必要



下水道事業

参考 A
事例 ３



水処理施設＊２

＊１：分流式の場合、天候に関わらず汚水はすべて浄化処理され、雨水はすべて直接放流される。

＊２：汚濁物の沈殿・微生物による分解、ろ過、消毒等による浄化を実施

＊３：濃縮、消化、脱水、焼却等を行い埋立処分や建設資材として再利用している

大阪市における施設インフラの全体像

市内の約97％の地域が雨水と汚水を同じ下水管に集めて流す合流式下水道で整備されており、晴天時はすべての

汚水を下水処理場で浄化処理している。また雨天時は、下水（雨水と汚水の混合水）を処理能力の範囲内で浄化処理

し、処理能力を超える分は直接河川などに放流している＊１。

合流式管渠（下水管）

（約４８００km）

抽水所（ポンプ場）

（５７ヶ所）

下水処理場

（１２ヶ所）

汚水

雨水

放 流

（河川など）

資料：平成16年度決算統計及び環境報告書

雨水（2.45億m3/年）汚水（4.64億m3 /年）

汚水（6.41億m3/
年）

雨水（0.75億m3/
年）

放流処理水
（6.79億m3/年）

直接放流（雨水・汚水 1.70億m3/
年）

汚泥処理施設＊３

焼却灰・溶融スラグ

河川など
下水管渠

抽水所（ポンプ場）

（年間2.29万t）

その他（1.77億m3 /年）

（浸入水や貯留水など）



53

401

5 192

271
449

450

23 52

271
1420

289

225
358

487

下水道事業の収支の状況 （2004年度決算 単位：億円、税込み）

支 出 収入

雨水処理費用分

収益的収支

・浸水対策

・合流式下水道の緊急改善

・老朽化に伴う整備 など

受
託
事
業

支
払
利
息
等

減
価
償
却
費
等

下
水
道
使
用
料

一
般
会
計
補
助
金

そ
の
他
収
益

支 出 収入

資本的収支

建
設
改
良
費

企
業
債
償
還
金
等

国
庫
補
助
金

企
業
債
発
行

一
般
会
計
補
助
金

工
事
負
担
金
等
（
第
３
者
）

減
価
償
却
費
等

留
保
資
金

建設に係る人
件費を含む

維
持
管
理
費

人件費・物件費

雨水処理経費は、一般会計補助金によりまかなわれている。 また、国の補助対象となる建設に対しては、国庫補助

金により約半分がまかなわれている。

※ 各項目毎に端数調整を行っている

869
845

他都市分担金

受託事業収益など

資料：平成16年度決算説明書

損
益

他都市などから委託され
た建設改良に伴う負担金

NTT無利子貸付金の償還
財源３２億円を含む



資産・負債/資本の状況 （単位：億円 2004年度末現在）

1.2兆円あまりの資産のほとんどは施設・設備にかかる投資であり、これを6000億円余りの企業債と5000億円余りの

資本剰余金などでまかなっている。

＊１：負債３５２億円（負担金：８億円、流動負債：３４４億円）、資本４６１億円（自己資本：４６７億円、欠損金：－６億円）

＊２：国庫補助金・工事負担金等

＊３：津守下水処理場内ポンプ場、淀の大放水路、深江～中浜下水幹線、中浜下水処理場内ポンプ場などの整備を実施（以降も継続事業を含む）

＊４：平野下水処理場急速ろ過池および雨水滞水池、此花下水処理場急速ろ過池、舞洲スラッジセンターなどの整備、および合流式下水道の緊急改善を実施（以降も継続事業を含む）

＊５：舞洲スラッジセンター、津守下水処理場内ポンプ場などの更新を実施

848

729

726

流動資産等 431

固定資産

資 産 負債・資本

12,166

12,597

2,415

7,164

土地

建物

構築物

機械・装置
建設仮勘定

11 車 両 ・
備品等

無形固定資産等

273

固定資産内訳

資本剰余金＊２

企業債残高

5,611

その他＊１813

6,173

12,597

（2006年3月現在、

平均利率2.8％） 4,181

4,807

5,340

5,842
6,139 6,173

3,726

3,371

2,611
2,955

3,378

3,831

4,144

4,654

5,152

5,611

1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

負債・資本の推移

企業債残高

資本剰余金



処理工程ごとの雨水・汚水別の年間コスト（2004年度 税抜）

資料：都市環境局作成 平成１６年度決算

＊１：総務省繰出基準に基づく ＊２：維持管理費には、他に水質調査費・総係費等（67億円）があり、これらを加えた市税負担率は約48％

雨水排除は市税、汚水処理費用は下水道使用料による負担を原則とした事業運営が行われている。 ＊１

管渠費 抽水所費 下水処理場費

維持管理費＊２

維持管理費＊２

資本費

資本費

26
18

169
213

161

53

60

274

33

56

27

116

64

11

114

189

下水
処理場費

管渠費 抽水所費

合計792億円 計115億円計307億円 計370億円

雨水排水

市税負担

390億円

（約49％＊

２）

汚水処理

使用料負担

402億円

（約51％＊２）

－資本費の割合が大きい

－管渠費の割合が大きい

－下水処理場費の維持管理
費の割合が非常に大きい

－下水処理場・管渠の資本
費が大きい



222

358

263

848

147

153

140 6.4

4.4

5.3

7.4

11.3

4.8

15.5

163

164

150

275

305

190

562

処理区域面積＊１

汚水処理に関する背景

人口等に比べ多くの汚水を処理している、合流式下水道の割合が極めて高い、使用料が安い、などの特徴がある。

（km2）

処理水量＊２

（億m3/年）

下水管延長

（千km）

下水処理場数

（箇所）

（合流式の影響もあり）

比較的短い

人 口

（万人）

大阪市

東京都

横浜市

名古屋市

京都市

神戸市

福岡市

人口等に比べ多い

資料：大阪市の下水道、２００３年度下水道統計、2005年度国勢調査

＊１ 汚水処理サービスを実施する区域の面積で、都市部ではほぼ排水区域面積と一致する。

＊２ 下水処理場で処理した雨水と汚水の合計水量（流域下水を除く）

＊３ 排水区域面積のうち合流式管渠により整備された面積の割合

<汚水処理に関する各種指標>

4.4

6.2

7.1

17.8

3.1

1.8

1.7

  2

  39

  59

  27

  82

  97

  15

合流式下水道
の割合＊３（％）

高い

  5

  7

  4

  15

  13

  13

  12
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下水道使用料

（円/月・20m3 税抜）

安い



32

42 44

52 54 54

83

大阪 横浜 東京 名古屋 神戸 京都 福岡

19 20
24 25

29 29
32

神戸 横浜 京都 大阪 福岡 東京 名古屋

0.24

0.31

0.35

0.41

0.45 0.47
0.49

福岡 東京 大阪 名古屋 横浜 京都 神戸

0.22 0.34 0.35
0.49

0.62 0.65 0.67

神戸 福岡 横浜 京都 東京 名古屋 大阪

0.62

0.73

0.85
0.92

0.99
1.03

1.13

神戸 横浜 大阪 東京 福岡 名古屋 京都

0.55

0.75

1.28

0.14 0.170.06 0.07

福岡 京都 神戸 横浜 東京 名古屋 大阪

0.29
0.43

0.60
0.73 0.76

2.34

0.18

神戸 福岡 横浜 東京 名古屋 京都 大阪

44

57

81

96

103 103
109

福岡 東京 横浜 神戸 京都 大阪 名古屋

4 5 10 12

26

37

47

京都 福岡 横浜 神戸 東京 名古屋 大阪

16

25 25
29

36 37

87

神戸 福岡 横浜 東京 名古屋 京都 大阪

○管渠部門 ○下水処理場部門 ○資本部門○抽水所部門 ○その他＊

<処理水量あたりの部門別職員数 （2004年度 単位：人/億m3）>

○管渠部門 ○下水処理場部門 ○資本部門○抽水所部門 ○その他＊

<夜間人口あたりの部門別職員数 （2004年度 単位：人/万人）>

他都市との職員数比較

部門別では、大阪市は維持管理部門の職員数が多く、特に市民窓口と管渠の維持管理などを実施する管渠部門は多い。

維持管理部門の職員が多い

資料：職員数・部門別職員比率：２００４年度決算統計、処理水量：２００４年度地方公営企業決算の状況、人口：2005年国勢調査

平均
３６

平均
２０

平均
８５

平均
５２

平均
２５

平均
0.48

平均
0.90

平均
0.39

平均
0.43

平均
0.76

＊総係部門など



東京都 横浜市 大阪市 名古屋市 京都市 福岡市 神戸市

汚
水
（維
持
）

汚
水
（資
本
）

雨
水
（維
持
）
雨
水
（資
本
）

雨水排除・汚水処理コスト＊の他都市比較

大阪市は早くから施設整備が行われてきたため、雨水排除費用・汚水処理費用とも資本費比率は比較的低い。

100％ ＝ （2935億円）

（1248）

（823）
（752）

（500） （476）

（302）

23.4

27.1

7.7

41.7

30.8

21.1

15.9

32.114.3

36.6

43.5

5.5

20.9

24.1

10.3

44.7

19.0
29.8

41.3

9.9

21.8

41.5

29.2

31.1

62.6

7.5

4.1
2.1

資料：平成１６年度決算統計

○神戸市や福岡市では、市域に傾斜が多く雨水が自然に海などへ排出される地形となっていることから、雨水管に比べて汚水管の比率が高く（神戸市、福岡市

ともほとんど分流式）、結果として汚水処理コスト比率が高くなっていると考えられる。

＊受託事業費、水質規制費、高度処理費、特別債に係る利息・減価償却費相当額等を除く

雨
水
排
除
＝
市
税
負
担

汚
水
処
理
＝
下
水
道
使
用
料
負
担

多
く
の
都
市
で
雨
水
排
除
と
汚
水
処
理
に

ほ
ぼ
同
程
度
の
コ
ス
ト
を
要
し
て
い
る

（単位：％ ）

（維持管理費：資本費） 31：69 20：80 47：53 31：69 29：71 29：71 33：67



委託率の比較

14.7%

16.6%

27.6%

29.0%

30.6%

34.1%

51.3%

名古屋市

大阪市

京都市

東京都

神戸市

横浜市

福岡市

13.0%

5.8%

33.0%

19.7%

31.8%

35.6%

50.3%

6.2%

8.3%

59.9%

11.8%

5.3%

16.7%

72.0%

6.1%

15.8%

21.8%

24.0%

20.5%

15.5%

54.9%

40.7%

44.5%

30.6%

51.3%

53.7%

72.8%

35.5%

〔維持管理費合計〕 〔うち管渠費〕

〔うち抽水所費〕

〔うち下水処理場費〕

〔その他＊〕

＊総係費など

資料：２００４年度地方公営企業決算の状況、２００４年度決算資料、決算統計

京都市1934年

東京都1922年

名古屋市1930年

大阪市1940年

神戸市1958年

福岡市1966年

<維持管理費における工程別の委託料の割合 （ 2004年度）>

大阪市は委託率が低い。早くから事業を開始した都市は、民間事業者が育っていなかった時期から維持管理を行なっ

ており、その後は老朽化し手間のかかる施設を多く抱えていることなどから委託率が低くなる傾向がある。

<下水処理場の運転開始年度>

戦前から下水処理を行なっ

てきた都市は委託率が低い

横浜市1962年

平均

29.1%

平均

27.0%

平均

22.7%

平均

47.0%
平均

２５．７%

（都市環境局調）



収益（億円） 職員数 勤務地

－ 20人＊ 協会本部等

施設運営管理業務 4.5 協会本部等

管渠業務 1.6

抽水所業務 3.5

処理場業務 23.5

その他業務 4.9

小　　計 38.1 － －

0.9

駐車場事業 1.2

研修事業等 0.05

小　　計 1.2 － －

0.6 － －

40.8 233人 －

　下水道施設工事現場代理人研修など

－

－

－

　水質分析業務、管渠工事監督補助、他局事業など

－

　公共下水道設計積算業務など

　33箇所、873台の駐車場管理運営など

主な業務内容

　下水道科学館運営､下水道用地管理業務､下水道台帳管理業務など

　下水道内傷事故防止パトロールなど

　機械電気設備の点検整備、焼却炉運転管理、汚泥運搬
　業務など

　全業務にかかる一般管理事務など

他都市受託事業

大
阪
市
受
託
事
業

概ね
下水処理場

協会本部
または
他都市

187人

26人

一般管理業務

＊役員６名と職員14名の合計人数

事業外収益、特別収益

合　　　計

直
営
事
業

（財）大阪市下水道技術協会の概要

位置づけ、設立目的 増大かつ複雑・多様化する下水道事業の実施に協力することを目的として1978年に設立

現状 下水道に関するノウハウを有し、人件費が比較的安価なＯＢ職員により、主に大阪市から下水道関連業務を受託している。一方で、

受託業務の再委託率が高く（約60％）、また事業の90％あまりを市から受託し、職員の多くが市からの派遣または市OB職員であり、

市に依存する状況が生じている。

・役員（常勤） ６名（うち市派遣職員5名、市OB1名）、職員 227名（うち市派遣職員46名、市OB職員168名） （2004年7月1日現在）

・大阪市受託事業にかかる協会人件費は約10億円であるが、同じ業務を市が直営で行った場合の人件費は約18億円と

試算される。（協会及び局の2004年度人件費決算から推計）

資料：平成16年度 損益計算書および協会事業計画

＜(財)大阪市下水道技術協会の業務実績（2004年度）＞

数値については四捨五入しているため合計値と合わないことがある

大阪市の監理団体である同協会では、大阪市からの下水道関連業務を主に受託している。



職員数の規模に関する検証

処理水量に対する職員数を他の大都市なみと仮定した場合、大阪市の職員数は現在の４～６割程度、また委託率は

現在の概ね２～３倍の30～50％程度になるものと推測される。

＊１ 東京、横浜、名古屋、京都、神戸、福岡市の処理水量あたりの職員数の平均原単位を大阪市にあてはめた推定職員数

＊２ 上記６都市のなかで、維持管理部門全体の処理水量あたりの職員数の原単位が最小である福岡市の原単位を大阪市にあてはめた推定職員数

（ただし福岡市の委託料単価は非常に高く、直営人件費と委託料の合計単価は大阪市より高くなるため、最適な委託率と直営職員数規模についてはより精緻に検討を要する）

＊３ それぞれの職員数の推定方法に準じて算出した事業費ベースの推定委託率

＊４ 上記推定値は大阪市および比較対象６都市がすべて同じ条件であると仮定しているが、実際には、地形的条件や施設の老朽化状況などの事業上の相違を考慮する必要がある。

616

198 175

336

110
34

732

576

312

175

181

205

1859 （100%）

大 阪 市 他６都市なみ＊１ 福岡市なみ＊２

1065 （57%）

726 （39%）

管
渠

下
水
処
理
場

そ
の
他

抽
水
所

委託率＊３

<他の大都市の原単位を用いた維持管理部門の推定職員数 （人）>

職
員
数
の
規
模
は
、
他
の
大
都
市
な
み
の
場
合
は
現
状
の
６
割
、

委
託
率
の
高
い
福
岡
市
な
み
の
場
合
は
現
状
の
４
割
程
度
と
推
測

51.3%

31.2%

16.6%



59％ 12
％

29
％

62％ 21％ 17
％

浸水対策への投資規模

概ね10年に1回程度の大雨（60mm/h）に対応するため＊１の浸水対策が進められており、計画達成のための残事業

費は概ね3000億円である

<下水処理区域ごとの雨水排水施設能力＊２の現状と見込み （単位％）>

＊１ 建設大臣（当時）の諮問機関である都市計画中央審議会による1995年の答申では、｢少なくとも10年に1回程度の大雨に対して浸水する区域を解消する｣との考え方が示され、

大阪市を含めた都市部での浸水対策の基準となっている。

＊２ 計画降雨（60mm/h）による雨水流出量に対する現有施設の排水能力割合

＊３ 老朽化対策と重複する部分についてはアロケーションにより推計している。

<浸水対策の事業進捗状況>

○主要下水道幹線（目標延長156km）の事業進捗

○主要ポンプ場（目標排水能力770m3/s）の事業進捗

整備済（2005年度末）

整備済（2005年度末） 2020年度末ま

でに整備予定

2020年度末ま

でに整備予定
今後整備

今後整備

重点的な投資により、

全市平均の雨水排水

施設能力は、現在の

81％から2020年頃に

は90％となる。

目標水準達成

には更なる投

資が必要

100％＝
156km

100％＝
770m3/s

※2021年度以降、目標達成に必要な投資

・・・・・ 約1500億円

全市平均

81％

(58%)
(72%)(71%)(70%)(73%)(77%)(80%)

(57%)

(86%)
(68%)

(86%)(91%)

92% 90% 90% 89% 86%
85%

78% 78% 77% 77% 75%
61%

92% 90% 95% 94% 94% 90% 91% 87% 84%
91% 86% 89%

千島 海老江 平野 十八条 津守 放出 大野 今福 住之江 此花 市岡 中浜

2020年度末見込

現状 2004年度末

(1994年度末)

2020年までの投資 約1500億円

90％



<合流式下水道の改善に向けた状況>

○2004年に下水道法施行令が改正され、改善目標と達成期限（2024年）が規定された。

○大阪市における主な改善事業計画

・凝集傾斜板沈殿処理法の導入

（雨天時下水の連続処理の拡大）

・雨水滞水池の建設

（降雨初期の汚れた雨水の貯留池の整備）

○雨天時の放流負荷が公共用水域へ与える量的影響は現在のところ明確になっていない。

下水道法施行令では、 1970年以降に着手した多くの都市が分流式下水道を採用していることから、仮に分流式下水道に置き換

えた場合と少なくとも同程度にまで環境負荷を軽減するという改善目標の達成を確認するために、新たに水質基準を定め、この

遵守が義務付けられている。

整備率：37％→100％

（2004年度末）

残事業費：約1,700億円

＊：数字はすべて概数、また一部推計値を含む。

資料：都市環境局調べ

<河川等に放流されるBOD量 （単位：t/年）>

晴天時

5,700

雨天時

8,000

雨天時

4,200

晴天時

5,700

改
善
に
よ
り
雨
天
時
の
環
境

負
荷
は
約
半
分
に
な
る

改善対策実施前 改善対策実施後（見込）

削減量

3,800

<改善対策のイメージ>

凝集傾斜板沈澱処理法 雨水滞水池



2005    2010 2015 2020 2025    2030 2035    2040年
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<参考：老朽設備の改築更新事業費の推移（イメージ）> （単位：億円）

標準耐用年数で
更新した場合

平準化した
投資額

過去10年の
平均投資額

耐用年数の1.5倍
まで延命化した
場合

53,832
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<参考：老朽管渠の改築更新事業費の推移（イメージ）> （単位：億円）

平準化した
投資額

過去10年の
平均投資額

耐用年数の1.5倍
まで延命化した
場合

標準耐用年数
更新した場合

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035年

100

200

300

400

500

<今後30年に要する改築更新事業費（平準化と延命化による推定投資額＊２）>

老朽施設の改築更新を単純に試算すると、延命化や平準化を見込んでも、将来的には年間470億円程度の投資が

必要となる。

老朽施設の改築更新事業費の見込み

（単位：億円）

設備推定
投資額

管渠推定
投資額

一定の延命化＊１（標準耐用年数の最大1.5倍）を図りながら、事業費の平準化

を見込んでも、25年後には年間470億円規模の投資が必要と推定される

＊１ 維持管理の工夫などにより、標準耐用年数を超過して施設を供すること

＊２ 施設の単純更新に要する費用に関して、延命化の範囲内で事業費を平準化した推計値

250

470

他の緊急を要する事業との調整を行うとともに、新技術の採用や需給予測を

的確に行うことにより、コスト縮減に努め、改築更新に要する事業費の圧縮が

必要である。また更なる延命化を図る場合は、修繕の増加をきたすことになる。



長期的な投資と効果の見込み

浸水、水質保全などの課題の計画的な克服のため、年間600億円程度の投資を前提とした場合、概ね15年後には、

合流式下水道の改善が概成するとともに、雨水排水施設能力は全市平均で90％超を達成する。

一方、老朽化対策は、最大1.5倍の延命化＊２を見込みながら、順次、そのウェイトを引き上げ、全体としての投資のバ

ランスを取る必要がある。

（億円）

老朽化対策と、浸水

対策や水質保全対

策の投資のバランス

を取る必要がある。

アメニティ対策

水質保全対策

浸水対策

老朽化対策

合流式下水道改善の概成（分流式並み達成）

雨水排水施設能力 全市平均90％達成

抜本的な浸水対策概成

0

100

200

300

400

500

600

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

＊１ 維持管理の工夫などにより、標準耐用年数を超過して施設を供すること



<資金残高の見込み 単位：億円>

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

78

8
試算（10）

試算（８）

試算（９）

6
30

安定した事業継続のための必要条件

6011
6077

5571

5056

(20.0%)
(7.0%) (3.0%)

(20.5%)

(-4.0%) (3.9%)

(17.0%)

(-4.5%) (-5.0%)
(1.8%)
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06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

17

46

9

-27

0

試算（10）

試算（８）

試算（９）

<損益の見込み 単位：億円>

投資規模に応じて使用料改定が必要となるが、比較的安い使用料水準で収支均衡させることが可能である。

投資規模に応じて、現在より１～３割程

度の使用料値上げが必要となるが、他

都市と比べて安い使用料水準で長期的

な収支均衡状態とすることが可能

今後の収支見通し

←試算(10) 1,254円

現行使用料

大阪市 1,160

さいたま市 1,200

札幌市 1,270

神戸市 1,450

名古屋市 1,640

千葉市 1,720

仙台市 1,743

横浜市 1,850

東京都 1,880

京都市 1,890

川崎市 1,960

広島市 1,980

北九州市 2,044

福岡市 2,410

＊使用料は２０m3/月の場合の税抜き表示、

他都市は40年間使用料改定がないと仮定

<40年後（2045年度）の下水道使用料の他都市比較>

←試算(９) 1,395円

←試算(８) 1,535円

＊投資のイメージ

試算(８) 年間投資額 600億円：

老朽化対策＋浸水対策や水質保全対策

試算(９） 年間投資額 550億円：

老朽化対策＋一定の浸水対策や水質保全対策

試算(10) 年間投資額 500億円：

ほぼ老朽化対策に限定

(20.0%)

(7.0%)

(3.0%)

(20.5%)

(-4.0%)

(3.9%)

(17.0%)

(-4.5%)

(-5.0%)

(1.8%)

(20.0%)

(7.0%)

(3.0%)(20.5%)

(-4.0%)
(3.9%)

(17.0%)

(-4.5%)
(-5.0%) (1.8%)



本日の構成

～はじめに～

１．これまでの改革の取組

２．事業分析報告

３．意見交換

４．今後の取組について

※この資料は第１回大阪市市政改革推進会議（H18.3.3）の配布資料です。

参考 B



～はじめに～

○３つの危機を克服するための市政改革の取組み

①適正化に向けた取組み（コンプライアンス改革）

②行政改革（マネジメント改革）

③ガバナンス改革

④現場改革

○この１年は、改革の中核となる財務リストラクチャリングと人材マネジ

メントの再構築を中心に取組み

（人と予算を税収や人口に見合った適正サイズに是正）

○並行して改革の取組みの基礎となる事業分析を実施

○今後の推進体制

○さらなる改革の取組み

各部局での主体的な取組みと市民参画の拡大 等



市政改革の取組み
平 成 １ ７ 年 度 平 成 １ ８ 年 度
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月
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月

１２

月

１
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２

月

経

営

改

革

福利厚生制度等改革委員会

第１次
報告書

第２次
報告書

第３次
報告書

互助連合会給付金等調査委員会

第１次
報告書

第２次
報告書

第３次
報告書

発足

大阪市公正職務審査委員会
（コンプライアンス委員会)

情報公開条例
の改正

市政改革
本部設置

職員の福利
厚生問題

外郭団体の福
利厚生問題

ＯＢ厚遇問題

マニフェストを
ふまえた提言

超勤不正受給、給付
金事業の原因究明等 情報公開の徹底

情報公開推進
のための指針

「説明責任を果たすための
公文書作成指針」の策定

「市長自らが判断する
仕組み」の導入

情報公開プロ
ジェクトチーム



市政改革の取組み
平 成 １ ７ 年 度 平 成 １ ８ 年 度
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月
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月
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革

予算案公表
５月：採用凍結等※４項目方針公表
７月：１号職員を含めた採用凍結方針公表

市政改革
活動方針(案)

市政改革マニフェスト

改革本部(案) 市(案)公表 確定

市政改革本部案 大阪市案 市政改革マニフェスト実行

市政改革推進会議による進捗監視第１回
有識者会議

H17.6.30

第２回
有識者会議

H17.7.29

市政改革
本部設置

※４項目：2号職員の新規採用凍結、１人１台パソコン、公用車の廃止、逓送業務見直し

監理団体評価委員会

意見具申監理団体改革基本方針

・経費の圧縮
▲８３２億円

・職員数の削減
▲約2,000人

事業分析

バス、環境事業、
地下鉄、給食など

（主要６７事業）

引き続き分析、まとまったものから順次公表
（事業の現状と課題を整理、改革に向けた選択肢を提案）

３４事業の
経過報告

必要に応じて事業分析

業務プロセス経営形態等の見直し検討（各局）

行政評価委員会（第三者評価
委員会）による評価

今後の主な取組み：資産流動化、特別会計、共通管理業務、不良債権処理



市政改革の取組み

平 成 １ ７ 年 度 平 成 １ ８ 年 度
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月

２

月
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局長・区長改革マニフェスト

確定(案)公表

市政改革マニフェスト実行

市政改革
本部設置

都市経営会議
の再構築

執行会議創設 市長の経営補佐
部門整備

健全な労使関係

ながら条例の改正

トップマネジメントの強化

区政改革プロジェクトチーム



市政改革の取組み

平 成 １ ７ 年 度 平 成 １ ８ 年 度
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１
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月

現

場

改

革
中堅・若手プロジェクト

最終報告

職場改善運動

市長キック
オフ宣言

カイゼン甲子園
本大会

職員アンケート

実施 分析 公表

区役所プロジェクト活動

モデル事業等の実施、各課題検討

市長が職員
へ語る会

中堅・若手プロジェクト
中間報告

発足



これまでの市政改革の推進体制

本部員 ： 上田 上山 黒田 小松 庄司 竹中 細見
（以上に加え、関係局長）

調査員 ： 計 11 名

市 長

（本部長）

助 役

（本部長代行）

有識者会議

推進連絡会議

情報公開
プロジェクト

チーム
Ｉ Ｔ 公会計

人事給与
制度

外郭団体環境事業 バス事業 区役所

(敬称略)

監理団体評価委員会

市政改革本部

互助連合会給付金等
調査委員会

福利厚生制度等
改革委員会



大 項 目 課 題 具体的取組

Ⅰ 財務リストラク
チャリング

１ 身の丈に合わせた経常経費の圧縮 ①経常経費の2割削減（当面5年間で900億円の削減）

２ 新手法による投資的経費の追加的圧縮

①新規事業から維持管理への公共事業の転換

②民間企業やNPO等の活用

③需給予測・コスト計算等の精査による質・規模の見直し

④公募型競争入札等によるコストの圧縮

３ 特別会計の改革

①特別会計･一般会計の区分の見直し

②特別会計管理システムの確立

③一般会計からの繰出の見直し

④国民健康保険事業会計等の健全化

４ 公債発行の削減(一般会計)
①5年間で公債発行水準を800億円まで削減（除く臨時財政対策債等）

②臨時財政対策債等の使途の財政健全化への限定

５ 戦略的不良債権処理の体制構築 ①総合的な財務リスク管理体制の構築

６ 歳入確保策

①未収額の圧縮に向けた取組の強化

②効率的で強力な賦課徴収体制の整備と運営

③受益と負担の関係の適正化

④新たな収入源の模索

Ⅱ 資産の流動化

１ 施設の利用率の向上

①利用者制限の緩和

②一元的な利用案内情報の提供

③利用率の向上

２ 施設の活用の見直し
①面積当り経費の削減

②統廃合

３ 土地の有効活用の促進
①未利用地の処分

②転活用の徹底

市政改革マニフェスト（市政改革基本方針） マネジメント改革



大 項 目 課 題 具体的取組

Ⅲグループ経営の質的向上
(監理団体及び関連団体)

１ 大阪市の関与の見直し

①委託料・出資の見直し

②法人形態の見直し

③組織運営体制の見直し

Ⅳ 人材マネジメント
の再構築

１ 職員数の削減

①職員採用の凍結。当面5年間で5,000人を超える職員数を削減

②共通管理業務の集約及び民間への業務委託

③監理団体等派遣職員の大幅な引きあげ

④50歳からの早期退職制度の導入

２ 人材の弾力的運用

①職員の職種職域を転換(職員の多能工化)し人事異動を拡大

②勤務形態の多様化

③局部長ポスト等経営層や専門的分野への外部人材の登用、庁内公募の拡大

Ⅴ 組織の生産性の向上

１ 業務プロセスの改善
①共通管理業務の集約

②局・区における業務プロセスの改善

２ 事業の経営形態の見直し ①民営化・独立法人化など経営形態の見直し
３ アウトソーシング（外部資源の活
用)

・民間委託の推進
①事務事業全般にわたる民間委託等の推進

４ 官民協働(パブリック・プライベー
ト・パートナーシップ＝PPP)の推進

①他の法人(大阪府等)との連携

②市政全般への民間企業等との協働の推進

③市民・地域団体との健全な協働の推進

５ 恒常的評価体制の構築
①局・区経営方針と連動した行政評価

②第三者評価委員会による独立した包括的評価体制の確立

Ⅵ 職員の生産性の向上

１ 勤務実績の給与への反映

①職務給(職務と責任に応じた給料)の原則の徹底(級別標準職務・昇格基準の見直し)

②新たな人事評価に基づく勤勉手当成績率の導入と昇給制度の構築
(査定昇給の導入)

③特殊勤務手当及び給料の調整額の抜本的見直し

２ 職員の資質向上のための柔軟かつ厳
格な制度の導入

①希望降任制度の実施

②人事評価制度に基づく分限降任等の仕組みのルール化



大項目 課 題 具体的取組

Ⅰ 透明性の確保

１ 公正確保のしくみづくり

① 内部統制システムの確立

② 外部監視制度の構築

③ 入札制度（電子入札）の改革

２ 情報公開の徹底

① 情報公開制度の原則公開運用の定着

② 積極的に情報開示していく行政運営スタイルへの転換

③ 監理団体・関連団体の情報公開の徹底

３ 財務情報の開示
① 公会計制度の抜本的見直し

② 予算・決算情報のきめ細かな開示

Ⅱ 社会責任の遂行

１ 「安全」の確保

① 安全管理に関する全庁的な取組体制の確立

② 多発する交通事故の削減に向けた対策の導入

③ 市民利用施設における事故の削減に向けた対策の導入

２ 環境への配慮
① 大阪市自らが率先した環境保全行動の強化

② 環境関連計画の推進

３ 個人情報の保護

① 市が保有している個人情報の必要性の再チェック

② 委託先業者が保有する個人情報の保護対策

③ 市職員自身の個人情報保護

Ⅲ 職員の自立・自主管理 １ 自主的改革・改善の基盤整備

① 職場改善運動の展開

② 新しい職員提案制度の作り直し

③ 大阪市職員行動指針の策定

市政改革マニフェスト（市政改革基本方針） コンプライアンス改革



大項目 課 題 具体的取組

Ⅰ 経営体制の再構築

１ トップマネジメント機能の強化

①資源の集中管理体制の確立

②実効性ある市長の経営補佐機能の確立

③横断的課題への対応

２ 局と局長・区と区長の位置づけと責任の明確化
①市長に対する局長・区長の責任の明確化

②局・区経営方針と評価システムの確立

３ 組織の再構築
①内部の組織構造の見直し

②監理団体のガバナンスの再構築

Ⅱ 区政改革

１ 区の自律経営
①区長への権限の移譲（予算･人事）

②政策形成の強化、機能の拡大･充実

２ 地域に応じた業務の再構築

①新たな業務単位の検討

②地域活動のプラットフォームの形成と活動支援

③区役所の独自取組の推進

Ⅲ 人材育成

１ 能力・実績に基づく人事管理の推進
①能力と実績に基づく新人事評価制度の導入

②業績評価への目標管理制度の本格的実施

２ キャリア(職歴提示)開発の仕組みの構築 ①課長級以下職員のキャリア(職歴提示)開発制度の導入

３ 研修制度の見直し
①外部機関（人材）を活用した職員研修の見直し

②キャリア(職歴提示)開発と研修との連動化

Ⅳ 政策形成過程の高度化
１ 予算編成過程 ①予算編成過程の公開等

２ 審議会や第三者委員会のあり方の見直し ①審議会や第三者委員会のあり方の見直しと情報公開

Ⅴ 健全な労使関係の構築
１ 組合との関係の見直し ①組合との関係の明確化

２ 市民からの信頼の獲得 ①組合との交渉・協議結果の情報公開の徹底

市政改革マニフェスト（市政改革基本方針） ガバナンス改革



職場改善運動報告



432

95

17



「カイゼン甲子園」 代表的な改善事例

【建設局 南工営所】

毎日、現場から帰所時に放置自転車毎日、現場から帰所時に放置自転車
の移動・整理を行う職員の移動・整理を行う職員
（（3838日間日間 ⇒⇒44駅駅 39,00039,000台移動）台移動）

成果！！　1００億円のコスト縮減効果

・平成１６年度に、新設計法の開発完了！

・平成１７年度より、新設計法にて設計開始！

新設計法では、

　施工単価で　　　　　　　　　のコスト縮減。

　　　　

　

全体では　　　　　　　　　　　　　を超えるコスト縮
減が見込まれる。 　　　　　　　　　　　　　　　　　

新設計法では、

　施工単価で　　　　　　　　　のコスト縮減。

　　　　

　

全体では　　　　　　　　　　　　　を超えるコスト縮
減が見込まれる。 　　　　　　　　　　　　　　　　　

【港区役所】

区民代表が、区役所内を総点検区民代表が、区役所内を総点検

24 % 28 ％

23 % 25 %

組織間の
連携など

やさしい
市役所づくり

コスト
削減など

業務手法
の向上など

下水管の内側に樹脂材を巻き付けて老朽管下水管の内側に樹脂材を巻き付けて老朽管
を更新する「更生工法」の見直しを更新する「更生工法」の見直し

【都市環境局 下水道部】

情報をﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化。誰もが活用できる情報をﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化。誰もが活用できる
窓口検索システム構築窓口検索システム構築

【中央区役所 区民企画室】



これまでの改革の取組



マネジメント改革(平成18年度予算での取組)
～経費の圧縮、職員数の削減関係～

経費の圧縮

マニフェスト計画 H18年度予算

経常経費の圧縮

投資的経費の圧縮

特別会計繰出金

5年間で▲900億円削減

5年間で▲1100億円削減

3年間で▲250億円削減

▲172億円

▲515億円

▲145億円

計 ▲2250億円 ▲832億円

職員数の削減

採用凍結

独立行政法人化

計

5年間で▲5000人超削減

▲2000人程度削減

▲7000人超削減

▲約1000人削減

▲約1000人削減

▲約2000人削減
（達成率約

29％）

（達成率約37％）



経常経費、経常収支比率、市税の推移
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当初当初

平成昭和

％
※ 市税収入は落ちているのに、
経常経費は上昇していた。

経常経費

市税

経常収支比率

※ ・経常経費、市税は、昭和61年度決算＝100とする指数
・経常収支比率は、実績値
・17年度決算の経常収支比率は18年9月頃判明
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改革の取り組み
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公債残高
（ストック）

当面の措置 今後の目標予算規模
（フロー）

○一般会計▲４．４％
　 　経常経費、投資的経費、
　　特別会計繰出金の見直し

他の指定都市並みの
行政コストをめざす
　今後５年間で目標
　２，２５０億円を削減

○過去10年間で▲5,541人（53,234人→47,693人）

○採用凍結約1,000人削減
　 独立行政法人化約1,000人
　 合計平成18年度で2,000人
　　

職員数３万人台の早
期達成をめざす
人員（横浜市の2倍）

を抑制

億円

億円 億円

億円

一般
会計

特別
会計

公債費

水道・工業
用水事業

自動車・高
速鉄道事業

市民病院・
中央市場・

港営事業

市街地再
開発・土
地先行取
得事業 等

2兆4,714億円
2兆6,789億円

さらに事業分析を進
め、経営の健全化や
経営形態の見直しを
図る

○特別会計▲７．７％
　　地下鉄事業投資や東部市場
　　の投資計画等の見直し

○公債発行額の削減（一般会計）
　　 特別債も含め全体では

　　 ▲２２．０％

公債水準を800億円
平成4年度以降

（景気対策前）の水準
へ

下水道事業

1兆7,285億円
1兆6,531億円

2兆6,220億円 2兆5,763億円

2兆9,445億円 2兆9,444億円

Ｂ
Ｂ

Ａ Ｃ

Ｄ

Ａ



大阪市予算の推移
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年度
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※ 予算総額の伸び率（▲６．４％）は、
現行制度創設（昭和３９年度）以降、
最大のマイナスとなっている。

2兆6,789億円

2兆4,714億円

1兆
7,285億円

1兆
6,531億円

1兆
5,796億円

22見込



予算規模の圧縮（一般会計 １７年度比）

地方財政計画

▲０．７％

国

▲３．０％

大阪市

横浜市

名古屋市

京都市

福岡市

▲４．
４％

＋１．
３％

▲１．
０％

＋０．
８％

▲２．
１％

大阪府 東京都

＋０．
７％

＋５．
４％

※ 神戸市は震災復興関連事業終了に伴う圧縮

（▲３２．２％）のため除外



公債残高、公債収入の推移

(億円)
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※ 公債収入
平成３年度以前
（景気対策前）の
水準に戻った

※ 公債残高
全体ベースでは、
戦後初めての減少

公債残高
公債収入

公債収入

公債残高

特別会計

一般会計



特 別 会 計

平成18 年度予算（億円） 借入金残高（億円）

5

6

15

15

30

210

643

1538

2464

3262

169

468

509

1583

46

1081

328

2720

N.A.公債費  

N.A.心身障害

N.A.母子寡婦

N.A.有料道路

○駐車場  

◎食肉市場

△大学病院

○再開発  

△土地取得

N.A.介護保険

N.A.老人保健

N.A.国民保険

◎中央市場

△港営    

△市民病院

○下水道  

◎工業水道

◎水道    

◎バス事業

◎高速鉄道

30

191

99

151

360

2782

3533

320

979

1646

832

6174

40

3083

277

7968

（平成16年度末：一般会計からの
借入金含む）

公
営

準
公
営

合計 2兆8465億円

そ
の
他

◎：事業分析済・公表
○：事業分析中
△：準備作業に着手
N.A.：対象外

平成17 年度からの伸び率（％）

-12.0

-2.2

0.6

-5.2

-7.7

-8.5

-27.9

-16.5

2.7

4.9

5.9

-2.2

49.7

-0.7

-3.7

-4.8

-5.7

-0.9

-18.5

合計 2兆4714億円 △7.7％

埋立事業
において、
損益計算を
実施したため



公債残高に対する予算と税収の比率
（平成１８年度当初 全会計ベース）

1.41

1.44

1.24

1.24

1.43

1.34

0 0.5 1 1.5 2

（倍）

横浜市

公債残高

予算規模

大阪市
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京都市

神戸市

福岡市

予算規模

10.46

10.6

9.14

7.22

7.17

8.91

0 2 4 6 8 10 12

公債残高

税収

税 収

（倍）



夜間人口一人当り予算規模、公債残高、税収比較
（平成１８年度当初 全会計ベース）

（千
円）
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経常収支比率 他都市比較（普通会計ベース）

9 6 .8
1 0 0 .4

9 1 . 2

約9 2 ％
1 0 3 . 6 ％

8 9 .8
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市
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（％）

政令市平均
92.3％

○経常収支比率 ▲１０ポイント程度引下げる効果
（指定都市平均並）

１６決算 １０３．６％（指定都市で一番高い）

⇓
２２見込 約９２％

※ ただし、税等、扶助費や公債費などが変わらないものとして算出
（扶助費の増加等を見込んだ中期収支概算では約９９％）



歳 入 確 保 策

今後の取組

歳

入

確

保

未収額の圧縮取組強化
・処理段階別滞納整理の促進
・インターネット公売
・国保保険料徴収嘱託員の雇用
・保育料徴収体制の強化
・住宅使用料滞納整理の強化

受益と負担の関係適正化
・許可業者ごみ搬入手数料〔7月～〕

・粗大ごみ処理手数料（新設） 〔10月～〕

・火葬料
・道路占有料

新たな収入源の模索
・印刷物、ホームページ等の広告掲載
・ネーミングライツの導入の検討調査
・自動販売機の設置使用料の検討調査

歳入効果額

３９億円 ※１

２１億円 ※２

２億円

計 ６２億円
※１：歳入効果額については、18年度の見込み。
※２：平年度化ベース



・多くの市民利用施設で
貸館業務等を実施。
・利用状況に大きな差
・主な133施設の管理に
年間約 100億円、人員
約1000人を要する。

・利用者制限の緩和
・一元的な利用案内
情報の提供
・利用率の向上
・経費の削減
・統廃合

そ
れ
ぞ
れ
の
資
産
ご
と
に
、
関
係
局
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
編
成

・本市所有施設情報の一元的な
管理
・今後の施設のあり方について
検討
・施設建設計画と建設手法の
検討

・未利用地の処分
・転活用の徹底
・土地開発公社の・
経営健全化

・用地情報の一元的な管理
・事業用地、未利用地等の利用
区分の再精査
・処分方法や一時的利用のあり
方の検討

・市域面積222㎢の内、

4分の1の57㎢が市有地
・未利用地・暫定利用地
を各局が個別に管理。

・市有地利用の駐車場
1,187箇所、2,544千㎡

を35団体が運営。
・7億円余りの収益。
・大阪市には約30億円の
納付金。
（15年度決算ベース）

・競争性のある選定
方法による利用条
件の改善
・大阪市にとっての
最大利益の確保

・駐車場として利用されている
各局用地の調査・分析
・効率的な運営のあり方を検討

資産の流動化

【現 状】 【課 題】 【今後の取組方針】

（17年度中） （18年度以降）
《施設》

《用地》

《駐車場》



資産・施設の全体像
ボリューム 担 当 課 題 検討体制等

市有地 5,676万㎡（市域の約25.6％）
※市有地全体：未利用地や駐車場、道路・公園など含む。

各局 一元管理 財政局を中心に今後検討

公園 995ヶ所、921.8ha（都市公園） ゆとりとみどり
振興局

整備・維持管理・管理
形態等

市政改革本部で分析中

河川 市域内河川約146kmのうち約３０km 建設局 整備・維持管理・管理
形態等

市政改革本部で分析中

橋梁 市域内88０橋のうち８３０橋 建設局 整備・維持管理・管理
形態等

市政改革本部で分析中

下水 処理区域１９０km2、管渠総延長4,830km
下水処理場12ヶ所、給水所５７ヶ所

都市環境局 整備・維持管理・管理
形態等

市政改革本部で分析中

未利用地 184万㎡（港湾局分譲予定地含む） 各局、財政
局

有効活用・処分 資産の流動化ＰＴで今後検討

駐車場
(暫定利

用）

1,187ヶ所、254万㎡、約49,000台 各局監理団
体等

転活用 大阪市福利厚生制度等改革委員会で
指摘、資産の流動化ＰＴで今後検討

道路 11,773路線、延長3,8３０km、
面積36.7k㎡（市域の約16.5％）

建設局 整備・維持管理・管理
形態等

市政改革本部で分析中

港湾 開発面積1,550ha、岸壁17,744ｍ、荷捌き地
94万㎡、臨港道路113km、臨港緑地９３ha

港湾局 未処分地・施設の維持
管理等

埋立事業は大阪市港湾事業経営改善
委員会で検討中。他は局で分析中

水道 給水世帯数142万世帯、給水能力243万㎥/
日（3浄水場）、導送配水管延長5,138km

水道局 整備・維持管理・経営
形態等

局で分析・検討中

交通 地下鉄 7路線、営業キロ数１１６km、111駅
バス138路線、営業キロ数６4０km

交通局 整備・維持管理・経営
形態等

市政改革本部で分析
局で検討中

公共建築 市全体で2,759施設、延べ1,483万㎡
（うち営繕部が1,658施設の建築を担当）

各局 施設の流動化、ファシリ
ティマネジメント等

施設の流動化ＰＴで今後検討
市政改革本部で分析中

うち学校 約５２０施設（3,70０棟） 幼稚園６０、小２９８、
中１２９、高校２３、養護教育諸学校１０

教育委員会
事務局

維持管理等 市政改革本部で分析中（営繕事業の
一つとして）

うち市営住宅 約１０万戸（市内の住宅総数の約１割） 住宅局 ストックの有効活用、市
民住宅への再編等

局で検討中

資料：経営企画室調べ（市政改革マニフェスト案、各局事務事業概要、事業分析ほか）

土

地

イ
ン
フ
ラ

建

物



負の遺産処理

現 状 本市出資額・本市貸付金・

事業収束時負債イメージ等

ＭＤＣ 出資額 ２６９億円 貸付金 １０５億円

ＡＴＣ １６．２．１２ 特定調停成立 出資額 １１５億円 貸付金 １５６億円

ＷＴＣ 出資額 １９０億円 貸付金 ７５億円

クリスタ長堀 １７．６．２８ 特定調停成立 出資額 ２３億円 貸付金 ７１億円

大阪ドーム 会社更生手続き中（１７．１０． ７申立） 裁判所への計画案提出期限（１８．５．２４）

出資額 ２０億円 貸付金 ２９億円

大阪市中小企業輸入振興 民事再生手続き中（１８． １．２５申立） 裁判所への計画案提出期限（１８．６．１６）

出資額 ７億円 貸付金 な し

オーク２００ 16見込 敷金等 ４０億円 借入金 ６８６億円 借入金 － 資産 ＝約３２０億円

ソーラ２１ 16見込 敷金 ８億円 借入金 １５３億円 借入金等－ 資産 ＝約 ８０億円

ビッグステップ 16見込 敷金等 ２５億円 借入金 ７２億円 借入金 － 資産 ＝約 ２０億円

フェスティバルゲート 信託終了時（１６．９末）実質損失額 ２００億円 現状（18年度予算）損失額 ３億円

オスカードリーム 信託終了時（３２年度）損失額シミュレーション

２９７億円（１６年度経常収支ベース推移と想定）

住宅供給公社 １７．１０ 経営改善計画策定

土地開発公社 事業収束時負債額イメージ 約９９０億円

道路公社 事業収束時負債額イメージ 約４００億円

今年度中に改善計画策定
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1,345

下水道
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総務企画

税務

民生

衛生

土木

教育

消防

病院

水道

絶対数の差

3,403 2,616

1,537
1,228

4,716
3,753

5,749

4,025

4,268

2,487

3,493

3,369

3425

3047

2,266

2,201

6,733

3,086

7,763

2,953

793

2,138

絶対数の比較 人口10万人当りの職員数の比較

大阪市 横浜市

＜総務省：「平成17年地方公共団体定員管理調査結果データ」より＞
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大阪市の倍数

下水道

交通

水道

病院
消防

教育

土木

衛生

民生

下水道

交通

水道

病院

消防

教育

土木

衛生

民生
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税務

総務企画

計47,470

計30,783

※いずれも大阪市の方が大きい

（人） （人） （人） （人） （人）
（倍）

早期退職者数が本年度並みに推移するとし、環境事業が独立行政法人に移行すると仮定すれば
人口当り職員数は下水道、交通、教育を除いて横浜市の1.14倍となる。

※議会（大阪市65人）、労働（同43人）、農林水産（同17人）、商工（同327人）については、小数につき、グラフから除外している。
※港湾は「土木」に含まれる。

《要因》
（下水道）
・本市の地形は平坦低地であり、多くの河川が流
れていることから、下水道処理場や抽水所など
下水道施設を数多く抱えている。
・下水道を普及させる必要性があったため、合流
式で整備してきたところであり、年間処理水量は
指定都市で最も多くなったが、結果として分散し
た多くの下水道施設を抱えることなった。
（交通）
・地下鉄の営業キロ数が横浜市が40㎞であるの
に対して、大阪市は116㎞と約3倍の規模である。
・バスの営業キロ数についても、横浜市の約1割

長い。
（教育）
・高校数につき、横浜市が9校であるのに対して、
大阪市は23校と多数有している。

・幼稚園数につき、横浜市が有していないのに対
し、大阪市は60園と多数有している。

計1,728

計822



▲5,000人超

H17

職員数の削減

H22

45,000

40,000

35,000

30,000

採用凍結

▲5,000人超

大学等

独法化

▲2,000人

環境事業独法化

による更なる削減

（▲3,000人）（注2）

美術館他、

経営形態変更

更なる取組

注2）環境事業局は現業部門相当職員数の削減と仮定

人

マニフェストの計画

削減の上積み

平成17年度以前は10
年間で約1割の削減

採用凍結（早期

退職等による上

乗せ）▲2,500人

（注1）

注1）H17年度末退職状況による推計

▲2,000人

▲2,500人

▲3,000人



職員の流動化

（平成18年度のイメージ）
職員の再配置

監理団体からの職員の引揚
（指定管理者制度導入による見直し含む）

公用車運転業務の見直し

文書逓送業務の見直し

一般ごみ収集回数増

下水道処理監視室の統廃合

市民病院業務執行体制の見直し

・
・
・

退職不補充
（約750人純減）

職種職域転換

多能工化

（約620人）

事務事業の見直し

地域安全対策（地域課題総合取組）

生活保護ケースワーカーの充実

ふれあい作業の拡充（環境事業）

・
・
・

※市長部局等

約1,370人

相当の
見直し



給与制度・手当等の見直し

課題 これまでの取組 改革の目標

給
与
制
度

○年功序列的な要素が強い給料表

○毎年、例外的な場合を除き、全員
一号給昇給

○実質的に持ち回りや勤続年数等
で運用されている特別昇給

○給料表の最高号給を超える職員
も昇給

○職務と責任に応じた給料表

○勤務成績を反映したきめ細かい昇給
制度

○給料表の最高号給を超える職員の
昇給廃止

《平成19年度より実施》

手
当

○特殊勤務手当等の見直し

《平成17年4月》

国の指導により4種類の手当を廃
止 ⇒削減額 約45億円（全市）

※別途、係長級の管理職手当廃止

⇒削減額 約44億円

○社会情勢の変化等を踏まえた抜本
的見直し

《平成18年度予算》

約80億円 ⇒ 約40億円

削減額 約40億円（全市）

（50％の削減）

職
員
の
福
利
厚
生

○福利厚生の見直し 《平成17年4月》

互助交付金の廃止、互助組合連合
会給付金事業の廃止、健康保険組
合の負担割合の見直し、団体定期
保険の保険料助成事業の廃止、制
服の貸与事業の見直し等

⇒ 削減額 約124億円

長期勤続者や年功的な要素
の強い特別昇給の廃止



高額年収者（平成15年度）
1,300万円以上 2人
1,000万円以上 265人

（平成17年度見込み）
1,300万円以上 0人
1,000万円以上 120人

・特殊勤務手当の見直し（交通局全体）

17年度 6億9,700万円 ⇒ 18年度 3,100万円
（効果額 ▲6億6,600万円）

※18年4月より実施

昨年までの実態 本年までの取組 今後の取組目標

・超勤命令平準化 ・特殊勤務手当一部是正（業務手当、変則勤務者手当の一部）
・業務量適正化 ・給料表の引き下げ

バス運転手

高額年収者（平成15年）
1,300万円以上 5人
1,000万円以上 558人

（平成17年）
1,300万円以上 0人
1,000万円以上 307人

・特殊勤務手当・給料の調整額の見直し

17年度 24億円 ⇒ 6億円
（効果額 ▲約18億円）

※経過措置を設けるため、平成18年度では▲9億円

環境事業（技能労務
職）

・特殊勤務手当一部是正（変則勤務者手当、主任手当）
・給料表の引き下げ

昨年までの実態 本年までの取組 今後の取組目標

・職務と責任に応じた給料表

・勤務成績を反映したきめ細かい昇給制度

・給料表の最高号給を超える職員の昇給廃止

給与制度改革

※（環境事業）調整額の見直しによる平均給与（年収）の推移は、15年度 801万円、17年度 740万円、18年度 709万円、22年度 657万円
になる見込み



市 長

コンプライアンス委員会
（大阪市公正職務審査委員会）

（弁護士などで構成）

総務局コンプラ
イアンス担当課

（コンプライアンス
統括部門）

直 属

市民等

各所属コンプライアンス
責任者（＝所属長）

各所属コンプライアンス
担当（担当課の長）
【部長・課長クラス】

職 員

各所属

公益通報

公益通報

公益通報公益通報
公益通報

公益通報

コンプライアンス体制（コンプライアンス）



鉄道事業法、軌道法では、
要件を満たす事業者であれ
ば実施可能

・公設民営化を前提とした
検討を行う
・平成18年度中に方針決定

民営化・独立行政法人化等、経営形態の検討
【マニフェストにおける位置づ
け】
１．市立大学

【法律の位置づけ】 【今後の取組方針・検討課題等】

２．地下鉄

５．文化施設（博物館等）

交通局
・経営形態の選択肢の抽出
・安全かつ持続的な経営体制の確立に向けた検討（租

税公課、資金調達、補助制度、債務の返済等の比較
考量）
・経営形態変更に当たっての法的課題の整理（職員の

身分、年金等）
経営補佐機能
・市として判断すべき課題への対応（職員の処遇、投資

の判断、債務処理等）

・平成16年11月に市会の議決
を経て「公立大学法人大阪
市立大学定款」を制定

大学の設置及び管理は、地
方独立行政法人法の対象
事業

３．バス

道路運送法では要件を満た
す事業者であれば実施可
能

・公設民営化を前提とした
検討を行う
・平成18年度中に方針決定

４．環境事業

地方独立行政法人法では、
現在対象事業ではない
（国の美術館博物館等は独
立行政法人の対象事業）

・地方独立行政法人化を前
提とした検討を行う

・平成18年度中に方針決定

・廃棄物処理法では市町村
に廃棄物処理責任がある
・地方独立行政法人法では
現在対象事業ではない

・地方独立行政法人化を前
提とした検討を行う
・平成18年度中に方針決定

環境事業局
・独法化の範囲（規制・指導・収集運搬・処理）
・法的課題の整理、サービス水準、収支見通し、など

教育委員会事務局
・相互の連携強化方策、一体的な管理運営
・制度適用の有効性、具体的な移行方法 など

経営補佐機能
・市として判断すべき課題への対応
・法改正に向けた国への働きかけ など

・中期目標の策定（市）、議会承認（H１８．３）
・平成18年4月に「公立大学法人 大阪市立大学」に移行

・中期計画の策定、市の認可
・年度計画の策定、公表 など

地方独立行政法人への移行

公設民営化を前提とした検討

地方独立行政法人化を前提とした検討

（ガバナンス）


	行政の経営分析�ー大阪市の事例をもとにー
	目次
	
	事業分析に関する記事抜粋
	バス事業
	収支構造サマリー　(2003年度、単位：億円）
	各都市の累積欠損金の推移　（単位：億円）
	収支比較分析①（2003年度）
	路線別収支　（2003年度）
	環境事業
	事業の現状・棚卸し
	本市廃棄物行政の特徴
	最新の収支構造の概要（2004年度）（単位：億円）
	「ごみ処理原価総合原価比較」（2002年度）（単位：万円／ｔ）
	普通ごみ収集の機材数比較
	政令指定都市との事業比較（普通ごみ）（2003年度）
	普通ごみ収集における平均的な１日の作業実態等
	１０工場新旧一覧（工場建替えの見通し）
	下水道事業
	～はじめに～
	市政改革の取組み
	市政改革の取組み
	市政改革の取組み
	市政改革の取組み
	職場改善運動報告
	「カイゼン甲子園」 代表的な改善事例
	これまでの改革の取組
	マネジメント改革(平成18年度予算での取組)�　 ～経費の圧縮、職員数の削減関係～
	経常経費、経常収支比率、市税の推移
	大阪市予算の推移
	予算規模の圧縮（一般会計　１７年度比）
	公債残高に対する予算と税収の比率 �（平成１８年度当初  全会計ベース）
	夜間人口一人当り予算規模、公債残高、税収比較�（平成１８年度当初　全会計ベース）
	歳　入　確　保　策
	負の遺産処理



